
招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

特
集

2020/06/18 15:06:20 / 19597483_日本電気株式会社_招集通知（Ｃ）

（添付書類）事業報告 （2019年４月１日から2020年３月31日まで）

１ NECグループの現況に関する事項

(１) 事業の経過およびその成果

全般的概況

　2019年度（当期）の世界経済は、米中貿易摩擦や新型コロナウイルス感染症による影響等から減速しま
した。日本経済は、海外経済の減速や消費税率の引上げ等に加え、新型コロナウイルス感染症による影響
から低調に推移しました。

　このような事業環境のもと、NECグループは2018年1月に発表した「2020中期経営計画」に基づき、
「収益構造の改革」、「成長の実現」、「実行力の改革」に取り組み、様々な変革を行いました。

　「収益構造の改革」では、成長軌道への回帰に必要な投資を実現するため、収益改善に向けて課題事業
への対応等の構造改革をさらに進めました。具体的には、2020年1月に日本アビオニクス㈱の普通株式を
すべて売却したほか、2020年3月には、映像ソリューション事業を担う子会社であるNECディスプレイソ
リューションズ㈱の株式の過半数をシャープ㈱に譲渡することに合意しました。また、ワイヤレスソリュ
ーション事業においては収益性重視の事業の推進やセラゴンネットワークス社との協業による開発費削減
などの収益改善施策を実行しました。

　「成長の実現」では、生体認証技術やAI（人工知能）技術等のデジタル技術を活かした事業の推進を通
じて社会価値創造に取り組みました。具体的には、旅客のシームレスな搭乗手続きを実現するため、2019
年7月に世界最大の航空連合であるスターアライアンスと生体認証技術を活用した本人確認プラットフォ
ームの開発に関する協業を行うことを発表しました。また、2019年8月には㈱ローソンの深夜省人化店舗
の実証実験に参画し、顔認証AIエンジンを用いた入店管理システムや関連する技術・サービスを提供しま
した。さらに2019年9月には、㈱セブン銀行と顔認証による本人確認やQRコード決済に対応した次世代
ATMを展開するとともに、この次世代ATMを用いた日本初となる顔認証によるATMでの口座開設の実証
実験を実施しました。
　また、㈱NTTドコモ、楽天モバイル㈱に第5世代移動通信システム（5G）ネットワークの構築のための
基地局装置・無線子局の出荷を開始するとともに、5Gを地域限定で利用する「ローカル5G」事業にも本
格参入し、企業や自治体に対してネットワークインフラからアプリケーションまでをトータルソリューシ
ョンとして提案する活動を開始しました。
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　「実行力の改革」では、最新技術を活かした顧客価値創造への挑戦と社員の力を最大限に引き出す改革
に取り組みました。最新技術を活かした顧客価値創造への挑戦としては、ヘルスケア事業強化の一環とし
て、がんなどの先進的免疫治療法に特化した創薬事業に本格参入することを宣言し、個別化ネオアンチゲ
ンワクチンの治験を開始したほか、開発途上国の新生児の出生証明・登録、ワクチン接種記録等を可能と
する幼児指紋認証の実用化に向けた活動に取り組みました。次に、社員の力を最大限に引き出す改革とし
て、社員を成果と行動の両面からフェアに評価し、その貢献に報いるパフォーマンスマネジメント制度を
グループ会社に展開するとともに、当社において社員が自らのキャリアを切り拓き、成長する意欲を高め
る仕組みとして、社員の職務経歴と各組織の募集ポジションを社内公開しジョブマッチングをはかる
「NEC Growth Careers」を導入しました。また、組織間のコラボレーションを促し、より創造的な働き
方を可能にするワーキングスペースである「BASE」の設置、コアタイムのない「スーパーフレックス」の
導入、テレワーク週間や全社一斉テレワーク・デイを通じたテレワーク推進など、働き方の変革を加速す
るための制度改革や環境整備を推進しました。

　当期の売上収益は、3兆952億円と前期に比べ1,818億円（6.2%）増加しました。これは、すべてのセ
グメントで増収となったことによるものです。

　収益面につきましては、営業損益は、前期に比べ698億円改善し、1,276億円の利益となりました。こ
れは、売上収益が増加したことに加え、前期に事業構造改善費用を計上していたことなどによるものです。
　また、調整後営業損益は、前期に比べ759億円改善し、1,458億円の利益となりました。

　税引前損益は、前期に関係会社株式売却益を計上していた影響があったものの、営業損益が改善したこ
となどにより、前期に比べ467億円改善し、1,240億円の利益となりました。

　親会社の所有者に帰属する当期損益は、税引前損益が改善したことなどにより、前期に比べ603億円改
善し、1,000億円の利益となりました。また、親会社の所有者に帰属する調整後当期損益は、前期に比べ
642億円改善し、1,112億円の利益となりました。

　当期の配当につきましては、年間配当金を1株につき70円(中間配当金は1株につき30円)といたしまし
た。
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決算ハイライト

連結売上収益
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40,000

10,000

20,000

30,000

0 2017年度
（第180期）

28,444

2018年度
（第181期）

29,134

2019年度
（第182期）

30,952

（単位：億円）
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セグメント別売上収益比率 2019年度

連結売上収益 30,952億円

社会公共事業
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（単位：億円）

(注) 調整後営業損益1,458億円には、上記のほかにセグメントに帰属
しない部門の一般管理費や基礎的試験研究費などが含まれていま
す。
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部門別概況および主要な事業の内容

　NECグループの主な事業は、社会公共事業、社会基盤事業、エンタープライズ事業、ネットワークサー
ビス事業、システムプラットフォーム事業およびグローバル事業の６つです。各セグメントの主要なサー
ビスおよび製品ならびにセグメント別の業績の概況は、次のとおりです。

（注）当社は、2019年４月１日付で実施した組織再編に伴い、セグメントを変更しました。主な変更内容は、
企業ネットワーク事業の「システムプラットフォーム事業」から「ネットワークサービス事業」への変更
です。また、2020年３月18日付で情報の拡充をはかることを目的に、セグメントを変更しました。主な
変更内容は、「パブリック事業」を「社会公共事業」と「社会基盤事業」に分割したことです。なお、前
期との比較数値については、前期の数値を変更後のセグメントに組み替えて表示しています。

社会公共事業

%11
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（単位：億円）売上収益および調整後営業損益 

 売上収益（左軸）　  調整後営業損益（右軸）

　社会公共事業の売上収益は、公共向けや医療向けが増加したこ
となどにより、前期に比べ385億円（13.4%）増加し、3,246億
円となりました。
　調整後営業損益は、売上の増加に加え、収益性の改善などによ
り、前期に比べ114億円改善し、186億円の利益となりました。

主要サービス・製品名
■ システム・インテグレーション（システム構築、コンサルティング）、

サポート（保守）、アウトソーシング・クラウドサービス、システム機器

業種・業態別ソリューション例
■ 公共：消防指令システム、消防デジタル無線、防災システム、

交通管制システム、鉄道ネットワークシステム、
地方公共団体向けシステム

■ 医療：電子カルテシステム、地域医療連携ネットワーク
■ 地域産業：基幹業務システム
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社会基盤事業

%20

売上収益比率
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（単位：億円）売上収益および調整後営業損益 

 売上収益（左軸）　  調整後営業損益（右軸）

　社会基盤事業の売上収益は、航空宇宙・防衛向けが増加したこ
となどにより、前期に比べ93億円（1.5%）増加し、6,311億円
となりました。
　調整後営業損益は、売上の増加に加え、収益性の改善などによ
り、前期に比べ85億円改善し、539億円の利益となりました。

主要サービス・製品名
■ システム・インテグレーション（システム構築、コンサルティング）、

サポート（保守）、アウトソーシング・クラウドサービス、システム機器

業種・業態別ソリューション例

■ 官公：税・社会保障システム、指紋認証システム、
航空管制システム、衛星通信・地球観測、
野外通信システム、学校教育システム、
郵便追跡システム、施設監視・エネルギー管理

■ メディア：テレビ番組制作・報道・送出システム、デジタルテレビ送信機

エンタープライズ事業

%15

売上収益比率
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（単位：億円）売上収益および調整後営業損益

 売上収益（左軸）　  調整後営業損益（右軸）

　エンタープライズ事業の売上収益は、金融業向けの増加などに
より、前期に比べ237億円（5.5%）増加し、4,555億円となりま
した。
　調整後営業損益は、売上が増加したことなどにより、前期に比
べ13億円改善し、372億円の利益となりました。

主要サービス・製品名
■ システム・インテグレーション（システム構築、コンサルティング）、

サポート（保守）、アウトソーシング・クラウドサービス

業種・業態別ソリューション例
■ 製造：グローバルSCMシステム、設計管理システム、生産管理システム、

販売管理システム
■ 流通・サービス：小売本部・店舗システム、物流管理システム
■ 金融：銀行勘定系システム、銀行営業店システム、

保険・証券基幹系システム、保険・証券チャネルシステム
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ネットワークサービス事業
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売上収益比率
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（単位：億円）売上収益および調整後営業損益

 売上収益（左軸）　  調整後営業損益（右軸）

　ネットワークサービス事業の売上収益は、固定ネットワーク領
域の増加に加え、一過性の大型案件があったことなどにより、前
期に比べ495億円（10.8%）増加し、5,098億円となりました。
　調整後営業損益は、売上が増加したことなどにより、前期に比
べ175億円改善し、382億円の利益となりました。

主要サービス・製品名
■ ネットワークインフラ

コアネットワーク、携帯電話基地局、光伝送システム、ルータ・スイッチ
■ システム・インテグレーション（システム構築、コンサルティング）
■ サービス＆マネジメント

OSS(Operation Support System)・BSS(Business Support System)、
サービスソリューション

■ 企業ネットワーク
IPテレフォニーシステム、WAN・無線アクセス装置、LAN製品

システムプラットフォーム事業

%18
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（単位：億円）売上収益および調整後営業損益

 売上収益（左軸）　  調整後営業損益（右軸）

　システムプラットフォーム事業の売上収益は、企業向けパソコ
ンを中心にハードウェアが増加したことなどにより、前期に比べ
485億円（9.7%）増加し、5,487億円となりました。
　調整後営業損益は、売上の増加に加え、構造改革効果などによ
り、前期に比べ288億円改善し、489億円の利益となりました。

主要サービス・製品名
■ ハードウェア

サーバ、メインフレーム、スーパーコンピュータ、ストレージ、
企業向けパソコン、POS、ATM、制御機器、無線LANルータ

■ ソフトウェア
統合運用管理、アプリケーションサーバ、データベース

■ サポート（保守）
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グローバル事業
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売上収益比率
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（単位：億円）売上収益および調整後営業損益

 売上収益（左軸）　  調整後営業損益（右軸）

　グローバル事業の売上収益は、セーファーシティや海洋システ
ムが増加したことなどにより、前期に比べ844億円（20.6%）増
加し、4,938億円となりました。
　調整後営業損益は、セーファーシティ、サービスプロバイダ向
け、ワイヤレスバックホール、海洋システムの収益性が改善した
ことなどにより、前期に比べ188億円改善し、38億円の損失とな
りました。

主要サービス・製品名
■ セーファーシティ（パブリックセーフティ、デジタルガバメント）
■ サービスプロバイダ向けソフトウェア・サービス

OSS・BSS、SDN(Software-Defined Networking)・NFV(Network 
Functions Virtualization)

■ ネットワークインフラ
海洋システム（海底ケーブル、海洋観測システム）、
ワイヤレスバックホール

■ システムデバイス
　 ディスプレイ、プロジェクタ
■ 大型蓄電システム
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(２) 設備投資等の状況
　当期のＮＥＣグループの設備投資の総額は、674億円であり、次世代移動通信システム関連設備、衛星
システムおよび防衛システムの開発・生産設備、スマートインフラ関連設備、クラウドサービス関連設備、
ソフトウェア製品の開発設備などの拡充をはかりました。

(３) 研究開発の状況
　NECグループの当期における研究開発の主な成果は、次のとおりです。

① 歩きながらでも虹彩認証を可能にする技術を開発
　当社の虹彩認証技術は、2018年に行われた米国国立標準技術研究所（NIST）における精度評価テスト
で第1位を獲得するなど、非常に高い認証精度を有しています。従来、虹彩認証においては、認識すべき虹
彩が非常に小さく、個人毎に異なる虹彩の微小な模様を捉える必要があることから、利用者がカメラの正
面の決められた位置に静止し、目の位置をカメラに合わせなければなりませんでした。
　当社は、通常の歩行速度で歩く人の虹彩を高精細に撮像するために目の位置を正確に推定する技術、お
よび認証時に撮像された大量の画像から虹彩認証に適した画像のみを高速に抽出する画像解析技術を開発
し、これらを組み合わせることにより、利用者が認証ゲート等で立ち止まることなく、歩行している間に、
利用者の虹彩撮像から本人認証まで完了することを可能としました。これらの技術を応用することで、空
港、スタジアム、コンサート会場などの大規模施設におけるセキュリティゲートや電車・バスなどの改札
ゲートにおいても、利用者を静止させることなく虹彩認証による本人確認を行うことが可能となり、セキ
ュリティ強化や利便性向上をはかることができます。
　当社は、本技術を2021年度中に実用化することを目指します。

② 生産状況の変動を想定し生産プロセスの最適化を支援するAI技術を実証
　製造現場では、新たに生産プロセスを稼働させるにあたり、生産設備の処理速度や生産計画に変動が生
じた場合における生産の停滞・遅延などの生産プロセスへの影響について事前に検証を繰り返すことで、
生産プロセスの最適化をはかっています。しかし、多品種混流生産プロセスでは多数の変動要因を組み合
わせたパターンがほぼ無限に存在することから、その変動パターンを探索するための時間の増加や想定す
べきパターンに漏れが生じるなどの課題がありました。
　当社と国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）は、このような課題に対応す
るため、シミュレータを活用することによってあらゆるパターンを想定する「希少事象発見技術」を強化
し、AIが学習しながら繰り返すシミュレーションにおいて、発見したいパターンの中でも特に起こりやす
いパターンを集中的に探索することで、探索時間の短縮を可能にしました。当社は㈱神戸製鋼所と共同し
て、同社が開発した生産シミュレータにおいて、本技術を用いた多品種混流生産プロセスの検証を行った
結果、専門家でも想定しにくい変動要因の組み合わせを効率よく発見することができ、1週間程度かかる専
門家の評価が1日程度まで削減できることを実証しました。
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　当社、産総研および㈱神戸製鋼所は、今後も共同研究を継続し、生産プロセスの専門家とともに、設備
計画や生産計画の立案を支援するAIとシミュレーションの融合技術の研究開発と産業への応用に貢献して
いきます。

(４) 資金調達の状況
　当期にNECグループが実施した株式または社債の発行等による重要な資金調達はありません。

(５) 重要な企業再編等の状況
①　当社は、2020中期経営計画における抜本的な収益構造改革の一環として、照明事業を行うNECライ

ティング㈱の事業のすべてを2019年4月に㈱ホタルクスに譲渡しました。

②　当社は、がんの免疫療法に関する事業の基盤を強化するため、がん治療を支援するためのソフトウェ
アを開発しているノルウェーのオンコイミュニティ社の全株式の譲受けを2019年10月に完了し、その
商号をNECオンコイミュニティ社としました。

③　当社は、収益改善に向けた課題事業への対応のため、2020年1月に日本アビオニクス㈱の普通株式を
すべて売却しました。

④　当社は、社会ソリューション事業に注力するため、2020年3月にNECディスプレイソリューションズ
㈱の株式の過半数をシャープ㈱に譲渡することに合意しました。

(６) 対処すべき課題
　当社は、2020年4月にNECグループが共通に持つ価値観であり行動の原点となる「NEC Way」を改定
しました。
　NECグループは、「NEC Way」の実践をとおして2020年度を最終年度とする「2020中期経営計画」
のもと、①収益構造の改革、②成長の実現、③実行力の改革に役員・社員一丸となって取り組んでいます。

① 収益構造の改革
　成長軌道に回帰するための必要な投資を実現するため、業務プロセス改革による社員のパフォーマンス
向上や経費の効率的な運用をはかりSGA比率の低減を目指します。また、引き続き事業構造の改革に取り
組むなど、収益向上につながる施策を実施してまいります。

② 成長の実現
　デジタル技術が浸透し世の中の変革をもたらす「デジタルトランスフォーメーション（DX）」が急速に
進行する中、当社はデジタル技術が社会の隅々まで浸透した社会を「Digital Inclusionな社会」と捉え、
生体認証技術とAI技術等の強みを活かして実世界を見える化・分析・対処し、全体最適の観点から社会の
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あらゆるものを高度化させることで、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を
十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指します。
　具体的には、安全・安心で便利な社会基盤の構築や豊かなサービスを実現する「NEC Safer Cities」と、
産業の枠を超えて人やモノ、プロセスをつなぎ合わせることで新たな価値を生み出す「NEC Value Chain 
Innovation」の2つの領域に注力し、スマートシティ、モビリティ、Digital ID、パブリックセーフティネ
ットワーク等を機軸として、官民連携や異業種連携による新事業開発等を加速してまいります。

③ 実行力の改革
　NECグループは、実行力の改革に向けて、最新技術を活かした顧客価値創造への挑戦と社員の力を最大
限に引き出す改革に引き続き取り組みます。
　最新技術を活かした顧客価値創造への挑戦については、2020年4月に中央研究所および知的財産・技術
戦略部門を統合して新設した「研究・開発ユニット」を中心として、当社のコア技術の維持・拡大、業界
をまたいだ共創による技術価値を最大化するビジネスモデルの創出および各ビジネスユニットが持つイン
フラ系技術の共通化を推進し、研究開発の成果である技術の事業化を加速します。
　また、社員の力を最大限に引き出す改革については、2018年に開始した変革プロジェクト「Project 
RISE」の活動を継続し、社員一人ひとりがベストパフォーマンスを発揮するための働き方を柔軟に選択で
きるよう、スマートワークやオフィス改革など、働き方の変革を加速するための施策をさらに進めてまい
ります。

　これらの施策を通じて、「2020中期経営計画」の達成を目指します。

　NECグループは、2018年7月に、ESG（環境・社会・ガバナンス）視点の経営優先テーマを「マテリア
リティ」として特定しました。具体的には、ガバナンス・コンプライアンスをはじめ、気候変動を核とし
た環境課題への対応、社会受容性に配慮したプライバシーなどの5つのテーマを、NECグループおよび社
会のリスクを最小化し、NECグループが生み出す社会価値を最大化するための「持続的な成長実現の鍵」
として、また、ステークホルダーとの対話・共創、イノベーション・マネジメントを「成長に向けた変革
のエンジン」と位置づけました。社会と当社のサステナブルな成長に向け、マテリアリティで掲げたテー
マを中心に、お客さまをはじめとした多様なステークホルダーのみなさまと対話し、ともに取り組みを進
めることで国連の持続可能な開発目標「SDGs」の達成にも貢献してまいります。

　また、NECグループがよき企業市民として社会の中で存在し続けていくためには、コンプライアンスの
徹底が不可欠です。NECグループでは引き続きコンプライアンスの推進に取り組んでまいります。
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(７) 財産および損益の状況の推移
① NECグループの財産および損益の状況の推移
（IFRS）

年度

区分

2016年度
（第179期）

2016.4.1〜2017.3.31

2017年度
（第180期）

2017.4.1〜2018.3.31

2018年度
（第181期）

2018.4.1〜2019.3.31

2019年度
（第182期）

2019.4.1〜2020.3.31

売 上 収 益 (億円) 26,650 28,444 29,134 30,952

営 業 損 益 (億円) 418 639 578 1,276

税 引 前 損 益 (億円) 681 869 773 1,240
親 会 社 の 所 有 者 に
帰 属 す る 当 期 損 益 (億円) 273 459 397 1,000
基 本 的 １ 株 当 た り
当 期 損 益 (円) 10.51 176.54 152.75 385.02

資 産 合 計 (億円) 26,840 28,214 29,632 31,233
親 会 社 の 所 有 者 に
帰 属 す る 持 分 (億円) 8,543 8,808 8,589 9,107

（注）1．第179期から、会社計算規則第120条第1項に基づき、国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。
2．「基本的1株当たり当期損益」は、国際会計基準(IAS)第33号「1株当たり利益」を適用し、期中平均株式数に基づき算出しています。
3．当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しました。第180期の期首に当該株式併合が実施された

と仮定して、「基本的1株当たり当期損益」を算定しています。
4．2018年度（第181期）に取得したケーエムディ・ホールディング社の暫定的な会計処理を、第182期に確定させたため、第181期の関連

する数値を遡及修正しています。

② 当社の財産および損益の状況の推移
年度

区分

2016年度
（第179期）

2016.4.1〜2017.3.31

2017年度
（第180期）

2017.4.1〜2018.3.31

2018年度
（第181期）

2018.4.1〜2019.3.31

2019年度
（第182期）

2019.4.1〜2020.3.31

売 上 高 (億円) 16,794 15,744 16,542 17,897

経 常 損 益 (億円) 7 133 356 645

当 期 純 損 益 (億円) 95 340 216 388

１ 株 当 た り 当 期 純 損 益 (円) 3.65 130.71 83.17 149.60

総 資 産 (億円) 19,880 20,571 21,299 21,002

純 資 産 (億円) 7,022 7,189 7,206 7,194
（注）1．「1株当たり当期純損益」は、期中平均株式数に基づき算出しています。

2．当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しました。第180期の期首に当該株式併合が実施された
と仮定して、「1株当たり当期純損益」を算定しています。
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(８) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況

当社は、親会社を有していません。

② 重要な子会社の状況
会　　社　　名 資　　本　　金 持株比率 主　要　な　事　業　内　容

NECプラットフォームズ㈱ 10,332百万円 100％ 情報通信システム機器等の開発、製造、販売および保
守ならびにシステム・インテグレーション等の提供

NECフィールディング㈱ 9,670 100 コンピュータおよびネットワークシステムの据付およ
び保守

NECソリューションイノ
ベータ㈱ 8,669 100 システム・インテグレーション等の提供およびソフト

ウェアの開発

NECネッツエスアイ㈱ 13,122 38.4 情報通信システムの設計、構築および保守、電気通信
工事の施工ならびに情報通信機器等の販売

日本航空電子工業㈱ 10,690 35.2 コネクタおよび航空・宇宙用電子機器の製造および販
売

NECコーポレーション・
オブ・アメリカ社（米国） 27米ドル 100 北米における地域代表・統括業務、コンピュータ関連機器および通信機器の販売な

らびにシステム・インテグレーション等の提供

NECヨーロッパ社（英国） 146,507千スターリングポンド 100 ヨーロッパにおける地域代表・統括業務

ケーエムディ社
（デンマーク） 240,000千デンマーククローネ 85.2  ソフトウェアの開発およびITサービスの提供

NECアジア・パシフィック社
（シンガポール） 80,280千シンガポールドル 100 アジアにおける地域代表・統括業務、コンピュータ関連機器および通信機器の販売

ならびにシステム・インテグレーション等の提供
日電（中国）有限公司
（中国） 178,000千米ドル 100 中華圏における地域代表・統括業務

NECラテン・アメリカ社
（ブラジル） 328,282千ブラジルレアル 100 中南米における地域代表・統括業務、通信機器の販売

およびシステム・インテグレーション等の提供
（注）1．NECネッツエスアイ㈱に対する持株比率は、当社が退職給付信託として信託設定している6,400千株（12.9％）を含まない数

字ですが、信託約款上、当該株式の議決権の行使は、当社の指図により行われることになっています。
2．日本航空電子工業㈱に対する持株比率は、当社が退職給付信託として信託設定している13,800千株（15.0％）を含まない数

字ですが、信託約款上、当該株式の議決権の行使は、当社の指図により行われることになっています。
3.  ケーエムディ社に対する持株比率は、当社が同社を買収するために設立した特別目的会社に対する持株比率です。同特別目的

会社の発行済株式総数のうち、当社以外の株主が保有する14.8%は、議決権のない優先株式であるため、同特別目的会社に対
する当社の議決権比率は100%です。
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(９) 主要拠点等
本 社 東京都港区
支 社 北海道支社（札幌市） 東北支社（仙台市）

関東甲信越支社（さいたま市） 南関東支社（横浜市）
東海支社（名古屋市） 北陸支社（金沢市）
関西支社（大阪市） 中国支社（広島市）
四国支社（高松市） 九州支社（福岡市）

事 業 場 玉川事業場（川崎市） 府中事業場（東京都府中市）
相模原事業場（相模原市） 我孫子事業場（我孫子市）

国内生産拠点 日本航空電子工業㈱（昭島市等）
NECプラットフォームズ㈱（甲府市等）

NECネットワーク・センサ㈱（日高市等）
㈱オーシーシー（北九州市等）

海 外 拠 点 NECコーポレーション・オブ・アメリカ社（米国）
NECアジア・パシフィック社（シンガポール）

NECヨーロッパ社（英国）
日電（中国）有限公司（中国）

NECラテン・アメリカ社（ブラジル）

(10) 従業員の状況
① NECグループの従業員の状況

セ グ メ ン ト 名 従 業 員 数
社会公共事業 7,151名
社会基盤事業 17,810名
エンタープライズ事業 11,100名
ネットワークサービス事業 10,483名
システムプラットフォーム事業 16,731名
グローバル事業 22,470名
その他 26,893名

合　　　計 112,638名

② 当社の従業員の状況
従　業　員　数 前期末比増（減） 平　均　年　齢 平均勤続年数

20,125名 （127名） 43.7歳 19.2年
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(11) 主要な借入先
借 入 先 借 入 金 残 高

百万円

㈱三井住友銀行 101,262
三井住友信託銀行㈱ 58,287
㈱三菱UFJ銀行 42,500
㈱みずほ銀行 40,668

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、2020年4月、社債償還に必要な資金に充当するため、国内において無担保社債総額350億円を
発行しました。
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２ 株式に関する事項
(１) 発行可能株式総数 750,000,000株

(２) 発行済株式の総数 260,473,263株（うち、自己株式646,963株）

(３) 株主数 161,612名

(４) 大株主（上位10名）
株　　　　主　　　　名 所有株式数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 21,003千株 8.08％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 17,343 6.67
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント
トリーティー 505234 5,727 2.20

住友生命保険相互会社 5,600 2.16

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口７） 5,559 2.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 4,944 1.90

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 4,748 1.83

NEC従業員持株会 4,498 1.73

NIHK A/C CLIENT (OWNED BY KKR FUNDS) 4,486 1.73

ジェーピー モルガン チェース バンク 385151 4,383 1.69
（注）持株比率は、自己株式（646,963株）を控除して計算しています。

(５) 所有者別状況
区　　　分 持株比率

金融機関
32.85％

その他の法人
2.60％

政府・地方公共団体
0.00％

証券会社
2.00％

外国人
39.61％

個人その他
22.94％政 府 ・ 地 方 公 共 団 体 0.00％

金 融 機 関 32.85

証 券 会 社 2.00

そ の 他 の 法 人 2.60

外 国 人 39.61

個 人 そ の 他 22.94

合　　　計 100
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(６) その他株式に関する重要な事項

①　当社は、2017年4月27日開催の取締役会決議および2017年6月22日開催の第179期定時株主総会の
決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入し、
2019年4月26日開催の取締役会決議および2019年6月24日開催の第181期定時株主総会の決議に基づ
き、同制度を一部変更しております。また、2019年4月26日開催の取締役会決議および2019年6月24
日開催の第181期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象とする定
額株式報酬制度を導入しております。

②　当社は、上記①のほか、当社の執行役員および一部の従業員を対象とする業績連動型株式報酬制度も
導入しております。2020年3月31日現在において、これらの対象者（上記①の株式報酬制度の対象者を
含む。）を受益者とする株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式は、合計で234,700株です。

33

株式に関する事項



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

特
集

2020/06/18 15:06:20 / 19597483_日本電気株式会社_招集通知（Ｃ）

３ 会社役員に関する事項
(１) 取締役および監査役の氏名等

氏　　　名 地　　　位 担当および重要な兼職の状況

遠 藤 信 博 取 締 役 会 長
東京海上ホールディングス㈱ 社外取締役
大日本住友製薬㈱ 社外取締役
㈱日本取引所グループ 社外取締役

新 野 　 隆 代 表 取 締 役
執 行 役 員 社 長

CEO（チーフエグゼクティブオフィサー）
会社経営の統括、経営監査および輸出入取引管理関係担当

森 田 隆 之 代 表 取 締 役
執行役員副社長

CFO（チーフフィナンシャルオフィサー）
コーポレートアライアンス、経理および財務関係担当、業務改革における収
益認識に関わるプロセス改革、関連企業および事業再生に関する重要事項
日本航空電子工業㈱ 取締役
華虹半導体有限公司 社外取締役

石 黒 憲 彦 取 締 役
執行役員副社長 グローバルビジネス戦略関係担当および政策渉外関係重要事項

松 倉 　 肇 取 締 役
執 行 役 員 常 務

CHRO（チーフヒューマンリソーシズオフィサー)
カルチャー変革、コーポレートコミュニケーション、政策渉外、人材組織開発、
人事総務、業務改革および現場革新関係事項

西 原 基 夫 取 締 役
執 行 役 員 常 務

CTO（チーフテクノロジーオフィサー)
中央研究所、知的財産および技術イノベーション戦略関係担当

國 部 　 毅 取 締 役 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長
大正製薬ホールディングス㈱ 社外取締役

瀬 戸 　 薫 取 締 役 ヤマトホールディングス㈱ 特別顧問
リコーリース㈱ 社外取締役

伊 岐 典 子 取 締 役 (公財)21世紀職業財団 会長
日本製鉄㈱ 社外取締役

伊 藤 雅 俊 取 締 役
味の素㈱ 取締役会長
日本航空㈱ 社外取締役
ヤマハ㈱ 社外取締役

中 村 邦 晴 取 締 役 住友商事㈱ 取締役会長

木 下 　 肇 監査役（常勤）
川 島 　 勇 監査役（常勤）
山 田 和 保 監 査 役 公認会計士

石 井 妙 子 監 査 役
弁護士
㈱DTS 社外監査役
住友金属鉱山㈱ 社外取締役

中 田 順 夫 監 査 役 弁護士
キリンホールディングス㈱ 社外監査役

34

会社役員に関する事項



2020/06/18 15:06:20 / 19597483_日本電気株式会社_招集通知（Ｃ）

（注）1．西原基夫、伊藤雅俊および中村邦晴の3氏は、2019年6月24日開催の第181期定時株主総会において新たに取締役に選任され
就任しました。

2．中田順夫氏は、2019年6月24日開催の第181期定時株主総会において新たに監査役に選任され就任しました。

3．國部　毅、瀬戸　薫、伊岐典子、伊藤雅俊および中村邦晴の5氏は、社外取締役です。

4．山田和保、石井妙子および中田順夫の3氏は、社外監査役です。

5．当社は、瀬戸　薫、伊岐典子、伊藤雅俊、中村邦晴、山田和保、石井妙子および中田順夫の7氏を、当社が株式を上場してい
る東京証券取引所に独立役員として届出ています。

6．川島　勇および山田和保の両氏は、次に掲げる経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものです。
川 島 　 勇 氏 当社における経理部長および財務内部統制推進部長、経理・財務関係担当役員ならびにCFO

（チーフフィナンシャルオフィサー）としての経験
山 田 和 保 氏 長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験

7．当期中に退任した取締役および監査役の氏名、退任時の会社における地位、退任年月日および退任事由は、次のとおりです。
氏　　　名 退任時の会社における地位 退任年月日（退任事由）

江　村　克　己 取 締 役
N E C フ ェ ロ ー 2019年6月24日（任期満了）

岡　　　素　之 取 締 役 2019年6月24日（任期満了）

野　路　國　夫 取 締 役 2019年6月24日（任期満了）

菊　池　　　毅 監 査 役 2019年6月24日（任期満了）

8．2020年4月1日付で次のとおり異動がありました。
氏　　　名 異動後の会社における地位 異動後の担当および重要な兼職の状況

森 田 隆 之 代 表 取 締 役
執行役員副社長

CFO（チーフフィナンシャルオフィサー）
経営企画、コーポレートアライアンス、フィナンシャルプロセス、
経理および財務関係担当、業務改革関係重要事項
日本航空電子工業㈱ 取締役
華虹半導体有限公司 社外取締役

松 倉 　 肇 取 締 役
執 行 役 員 常 務

CHRO（チーフヒューマンリソーシズオフィサー)
カルチャー変革、コーポレートコミュニケーション、政策渉外、人材組
織開発および人事総務関係担当

西 原 基 夫 取 締 役
執 行 役 員 常 務

CTO（チーフテクノロジーオフィサー)
研究および開発関係担当
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(２) 取締役および監査役の報酬等
① 報酬等の決定に関する方針
(ⅰ) 報酬の基本方針

　当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上および企業競争力の強化のため、優秀な人材を確保す
るとともに、業績向上へのインセンティブとして機能する、グローバル企業としてふさわしい水準・
構成とすることを基本方針としています。
(ⅱ) 報酬等の額またはその算定方法に関する決定方法

1）取締役報酬
　取締役の報酬は、基本報酬、賞与および株式報酬（業績に連動する株式報酬（以下「本業績連動
型株式報酬」という。）および一定の金額に相当する株式を支給する株式報酬（以下「本定額株式
報酬」という。））により構成しています。取締役の報酬制度は、社外取締役（うち1名は委員長）
が過半数を占める指名・報酬委員会において客観的な視点から審議し、その結果を踏まえ、取締役
会において決定します。

基本報酬
基本報酬は、固定の月額報酬です。
＜決定方法＞
基本報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲で、役職の別および社内取
締役、社外取締役の別により定めます。
ただし、一部の業務執行取締役の基本報酬については、事業年度ごとに成果に応じて増減す
る仕組みを取り入れており、取締役会では役職の別による基本報酬基準額およびその変動範
囲を決定します。

賞与
賞与は、ＮＥＣグループの継続的な成長に向け、事業年度ごとの業績目標を達成するための
短期インセンティブとして機能する業績連動報酬であり、業務執行取締役に対して支給しま
す。
＜決定方法＞
賞与支給額は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、役職の別により定
められた賞与基準額に業績目標の達成度を反映して決定します。
＜業績連動の仕組み＞
賞与は、評価対象となる事業年度におけるＮＥＣグループの連結業績にかかわる重要指標（連
結売上収益、連結営業利益および連結フリー・キャッシュ・フロー）および各取締役が担当
する部門における業績目標の達成度を反映して算定します。

株式報酬
株式報酬は、本業績連動型株式報酬および本定額株式報酬により構成しており、社内取締役
に対して交付します。
(a)本業績連動型株式報酬

本業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と、当社の業績および株式価値との連動性をより明
確にすることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を一層高めるため
の中長期インセンティブとして機能する業績連動報酬です。
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＜決定方法＞
本業績連動型株式報酬は、一事業年度を対象期間として、対象となる一事業年度（以下「対
象事業年度」という。）が満了した後、役職および対象事業年度の業績目標の達成度に応じ
てポイントを確定し、原則として、対象事業年度の始期から3年経過後に確定したポイント数
に相当する数の株式を交付します。
＜業績連動の仕組み＞
本業績連動型株式報酬は、ＮＥＣグループの中長期的な経営戦略における重要性を勘案し、
選定した指標（連結売上収益、調整後連結営業利益および親会社の所有者に帰属する調整後
当期利益）の達成度を反映して算定します。
(b)本定額株式報酬

本定額株式報酬は、取締役報酬のうち株式報酬の割合を増やすことで、取締役の報酬と当社
の株式価値との連動性をさらに明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価
下落によるリスクをも株主と共有することで、より当社の株価を意識した事業運営を行うこ
とを目的とするものです。
＜決定方法＞
本定額株式報酬は、定時株主総会開催日から翌年の定時株主総会開催日までの期間を対象と
して、対象となる期間が満了した後、株主総会の決議により定められた上限額の範囲で定め
た金額に応じたポイントを付与し、原則として、対象となる期間の始期から3年経過後に付与
されたポイント数に相当する数の株式を交付します。

（注）1．株式交付時の納税資金を考慮して、株式報酬のうち、一定の割合の株式については、
市場売却のうえ金銭で支給します。

　　2．本業績連動型株式報酬は、法人税法第34条第1項に規定される業績連動給与であり、
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、対象事業年度について
2億円を限度とします。ただし、2018年4月1日を対象期間の始期とする業績連動型
株式報酬に係る「確定額」は、評価対象期間である3事業年度について2億円を限度
とします。

　　3．当社は、2006年6月22日開催の第168期定時株主総会終結の時をもって取締役の退
職慰労金制度を廃止しています。

　　4．株主価値創造経営を推進すべく、社内取締役には自社株の保有を奨励しています。

2）監査役報酬
　監査役の報酬は、その職責が取締役の職務執行の監査であることから、基本報酬のみとし、業績
連動の賞与は支給していません。

基本報酬
基本報酬は、固定の月額報酬です。
＜決定方法＞
基本報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲で､常勤､非常勤の別により
定め、監査役の協議により決定します。

（注）当社は、2006年6月22日開催の第168期定時株主総会終結の時をもって監査役の退職慰
労金制度を廃止しています。
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(ⅲ) 報酬水準の決定方法
　役員報酬の客観性、適正性を確保するため、事業内容、規模等の類似する企業を対象とした第三者
による役員報酬調査結果を踏まえて、報酬水準を決定しています。
(ⅳ) 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合

　業務執行取締役に対する業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合は、業績向上へのインセ
ンティブとして機能するよう、１対１としています。

業績連動報酬
業績連動報酬以外の報酬等
（本定額株式報酬を含む）賞与

（短期インセンティブ）
本業績連動型株式報酬

（中長期インセンティブ） 計

全役職 30% 20% 50% 50%

（注） 賞与および本業績連動型株式報酬の割合は、業績目標の達成度を反映する前の基準額をもとに算出しています。

② 当期に係る報酬等の額
基　本　報　酬 賞　　　与 株　式　報　酬

人　　数 支払総額 人　　数 支払総額 人　　数 費用計上額
取　締　役

（うち社外取締役）
14名

（7名）
402

（60
百万円
)

5名
ー

217
ー

百万円 6名
ー

196
ー

百万円

監　査　役
（うち社外監査役）

6名
（4名）

96
（36

百万円

）
ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

（注）1．上記の基本報酬には、2019年6月24日開催の第181期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名および監査役1名を
含んでいます。

2．上記の株式報酬に係る費用計上額は、当期に費用計上した金額です。また、上記の株式報酬に係る費用計上額は、2017年6月
22日第179期定時株主総会においてご承認いただいた業績連動型株式報酬および2019年6月24日第181期定時株主総会にお
いてご承認いただいた株式報酬制度に係る費用計上額の合計額です。

3．株主総会の決議による取締役の報酬限度額は、年額1,380百万円（うち、基本報酬分580百万円、賞与分800百万円）です。
（2019年6月24日第181期定時株主総会決議）

4．株主総会の決議による監査役の報酬限度額は、年額144百万円です。（2019年6月24日第181期定時株主総会決議）
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(３) 社外役員の主な活動状況
氏　　　名 主　な　活　動　状　況

國 部 　 毅 当期の取締役会１２回のうち１１回に出席し、主に銀行経営者としての豊富な経験と深い見識に
基づき、適宜質問、意見表明等の発言を行っています。

瀬 戸 　 薫 当期の取締役会１２回すべてに出席し、主に物流サービス事業の経営者としての豊富な経験と深
い見識に基づき、適宜質問、意見表明等の発言を行っています。

伊 岐 典 子 当期の取締役会１２回すべてに出席し、主に行政および外交分野における豊富な経験とダイバー
シティにおける深い見識に基づき、適宜質問、意見表明等の発言を行っています。

伊 藤 雅 俊
当社取締役就任後の取締役会１０回のうち８回に出席し、主に製造業の経営者としての豊富な経
験とマーケティングや経営戦略に関する深い見識に基づき、適宜質問、意見表明等の発言を行っ
ています。

中 村 邦 晴 当社取締役就任後の取締役会１０回すべてに出席し、主に総合商社経営者としてのグローバル事
業を含めた豊富な経験と深い見識に基づき、適宜質問、意見表明等の発言を行っています。

山 田 和 保
当期の取締役会１２回のうち１１回に、また、監査役会１６回のうち１５回に出席し、主に財務
および会計の専門家としての豊富な経験と深い見識に基づき、適宜質問、意見表明等の発言を行
っています。

石 井 妙 子
当期の取締役会１２回すべてに、また、監査役会１６回すべてに出席し、主に人事・労務分野等
における法律の専門家としての豊富な経験と深い見識に基づき、適宜質問、意見表明等の発言を
行っています。

中 田 順 夫
当社監査役就任後の取締役会１０回すべてに、また、監査役会１２回すべてに出席し、主に企業
法務に関する法律の専門家としての豊富な経験と深い見識に基づき、適宜質問、意見表明等の発
言を行っています。

(４) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、定款第24条および第31条の規定に基づき社外取締役である國部　毅、瀬戸　薫、伊岐典子、
伊藤雅俊および中村邦晴の5氏ならびに社外監査役である山田和保、石井妙子および中田順夫の3氏との間
で、それぞれ会社法第427条第1項の契約（責任限定契約）を締結しています。これらの責任限定契約の内
容の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役または監査役の職務を行うにつき善意でかつ重
大な過失がないときは、2,000万円または法令に定める金額のいずれか高い額を限度とするものです。
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４ 会計監査人の状況
(１) 会計監査人の名称　　有限責任 あずさ監査法人

(２) 会計監査人に対する報酬等の額
支払額

①当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額 565百万円

②当社および当社の子会社が会計監査人に対して支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 2,718百万円

　(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査の報酬等と金融商品取引法等に基づく監査の報酬等とを
区分しておらず、また実質的にも区分できないため、①の報酬等の額には金融商品取引法等に基づく監査の報酬等の額が含ま
れています。

２．監査役会は、取締役、社内関係部門および会計監査人から必要な情報を入手し報告を受けて、監査計画の内容および報酬見積
り算出根拠等の妥当性に関し、前期の監査実績も含めて評価・検討を行った結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法
第399条第1項の同意を行っています。

３．②の財産上の利益の合計額には、米国証券取引委員会に提出した当社普通株式の登録届出書等にかかる米国公開企業会計監視
委員会の監査基準に基づく当社の監査の報酬が含まれています。

４．「１．（８）②重要な子会社の状況」に記載された子会社のうち、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査
を受けている会社は、次のとおりです。

会社名 監査法人
日本航空電子工業㈱ EY新日本有限責任監査法人
NECコーポレーション・オブ・アメリカ社 KPMGリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ
NECヨーロッパ社 KPMGリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ
ケーエムディ社 KPMGパートナー・セルスカブ
NECアジア・パシフィック社 KPMGリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ
日電（中国）有限公司 KPMGファーゼン
NECラテン・アメリカ社 KPMGアウディトーレス・インデペンデンテス

(３) 非監査業務の内容
　当社は、当期において、会計監査人に対し、公認会計士法第２条第１項の業務のほか、「業務委託に係
る統制リスクの評価」に係る業務、各種アドバイザリー業務などを委託しました。

(４) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役
全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招
集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告します。また、監査役会は、会計監査人に
その職務を適切に遂行することが困難であると認められる事態が生じ変更が相当と認められる場合、また
は、会計監査人の監査の適正性もしくは効率性の向上等のために変更が相当と認められる場合、株主総会
に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
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５ 会社の体制および方針
(１) 業務の適正を確保するための体制およびその体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制およびその体制の運用状況の概要については、当社ホームページ
（https://jpn.nec.com/ir）に掲載しています。

(２) 株式会社の支配に関する基本方針
株式会社の支配に関する基本方針については、当社ホームページ（https://jpn.nec.com/ir）に掲載し

ています。

(３) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、資本効率を重視した事業運営を行うとともに、成長領域への投資や財務基盤の充実をはかるこ

とが長期的な企業価値の創出につながると考えており、各期の利益状況や今後の資金需要等を総合的に考
慮した株主還元に努めてまいります。

当期の配当につきましては、本業の利益である営業損益が期初公表値を上回ったことなどから、期初の
公表値より１株あたり10円増配の１株につき70円（中間配当金は１株につき30円）といたしました。

なお、当社は、機動的な剰余金の配当の実施を可能とするため、取締役会の決議により剰余金の配当を
決定できる旨ならびに剰余金の配当を決定する場合の基準日を毎年３月31日および９月30日の年２回と
する旨を定款に定めています。

41

会社の体制および方針



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

特
集

2020/05/17 11:35:29 / 19597483_日本電気株式会社_招集通知（Ｃ）

連結財政状態計算書（2020年３月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額
（資産）

流動資産 1,698,917

現金及び現金同等物 359,252

営業債権及びその他の債権 737,484

契約資産 247,625

棚卸資産 199,326

その他の金融資産 5,584

その他の流動資産 108,436

小計 1,657,707

売却目的で保有する資産 41,210

非流動資産 1,424,337

有形固定資産（純額） 558,077

のれん 182,334

無形資産（純額） 199,093

持分法で会計処理されている投資 74,092

その他の金融資産 219,326

繰延税金資産 165,183

その他の非流動資産 26,232

資 産 合 計 3,123,254

科目 金額
（負債及び資本）
（負債）
流動負債 1,221,867
営業債務及びその他の債務 460,881
契約負債 195,152
社債及び借入金 154,992
未払費用 191,440
リース負債 47,085
その他の金融負債 14,995
未払法人所得税等 12,624
引当金 59,412
その他の流動負債 55,153

小計 1,191,734
売却目的で保有する資産に
直接関連する負債 30,133

非流動負債 786,864
社債及び借入金 364,828
リース負債 108,514
その他の金融負債 42,402
退職給付に係る負債 224,469
引当金 12,369
その他の非流動負債 34,282

負 債 合 計 2,008,731
（資本）
資本金 397,199
資本剰余金 139,735
利益剰余金 436,361
自己株式 △4,157
その他の資本の構成要素 △58,464
親会社の所有者に帰属する持分合計 910,674
非支配持分 203,849

資 本 合 計 1,114,523
負 債 及 び 資 本 合 計 3,123,254
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連結損益計算書（2019年４月１日から2020年３月31日まで） （単位：百万円）

科目 金額

売上収益 3,095,234
売上原価 2,207,675
売上総利益 887,559
販売費及び一般管理費 752,690
その他の損益（△は損失） △7,260
営業利益 127,609
金融収益 8,477
金融費用 15,464
持分法による投資利益 3,347
税引前利益 123,969
法人所得税費用 11,250
当期利益 112,719

当期利益の帰属

親会社の所有者 99,967
非支配持分 12,752
当期利益 112,719

親会社の所有者に帰属する1株当たり当期利益

基本的1株当たり当期利益（円） 385.02
希薄化後1株当たり当期利益（円） 385.01

43

連結損益計算書



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

特
集

2020/05/17 11:35:29 / 19597483_日本電気株式会社_招集通知（Ｃ）

貸借対照表（2020年３月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額
（資産の部）
流動資産 1,015,365

現金及び預金 26,487
受取手形 4,444
売掛金 415,585
契約資産 180,810
リース投資資産 1,296
有価証券 141,000
商品及び製品 26,077
仕掛品 37,020
原材料及び貯蔵品 9,223
前渡金 51,998
前払費用 20,243
未収入金 80,939
その他 20,256
貸倒引当金 △12

固定資産 1,084,809
有形固定資産 235,080

建物 132,257
構築物 3,248
機械及び装置 9,764
車両運搬具 323
工具、器具及び備品 42,812
土地 37,018
建設仮勘定 9,657

無形固定資産 50,465
特許権 956
借地権 128
ソフトウエア 49,140
その他 241

投資その他の資産 799,264
投資有価証券 129,451
関係会社株式 551,152
出資金 198
長期貸付金 66
関係会社長期貸付金 2,368
繰延税金資産 38,647
前払年金費用 48,407
その他 38,145
貸倒引当金 △9,170

資 産 合 計 2,100,174

科目 金額
（負債の部）
流動負債 954,738

買掛金 406,947
１年内返済予定の長期借入金 1,000
１年内償還予定の社債 55,000
リース債務 448
未払金 40,643
未払費用 59,448
未払法人税等 3,700
契約負債 136,447
預り金 195,980
製品保証引当金 8,561
役員賞与引当金 217
工事契約等損失引当金 11,744
事業構造改善引当金 418
偶発損失引当金 20,708
その他 13,478

固定負債 426,003
社債 145,000
長期借入金 214,500
リース債務 1,095
製品保証引当金 2,944
債務保証損失引当金 38,770
事業構造改善引当金 1,464
偶発損失引当金 1,393
資産除去債務 1,253
その他 19,583

負 債 合 計 1,380,741
（純資産の部）
株主資本 694,757

資本金 397,199
資本剰余金 106,010

資本準備金 59,260
その他資本剰余金 46,750

利益剰余金 195,678
利益準備金 10,655
その他利益剰余金 185,023

繰越利益剰余金 185,023
自己株式 △4,129

評価・換算差額等 24,676
その他有価証券評価差額金 24,852
繰延ヘッジ損益 △175

純 資 産 合 計 719,433
負 債 純 資 産 合 計 2,100,174
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損益計算書（2019年４月１日から2020年３月31日まで） （単位：百万円）

科目 金額
売上高 1,789,661
売上原価 1,346,678

売上総利益 442,983
販売費及び一般管理費 386,168

営業利益 56,815
営業外収益

受取利息 547
受取配当金 13,146
その他 4,134 17,828

営業外費用
支払利息 3,516
固定資産除却損 2,223
為替差損 657
その他 3,740 10,135
経常利益 64,508

特別利益
投資有価証券売却益 5,636
関係会社貸倒引当金戻入額 1,921
関係会社株式売却益 1,746
債務保証損失引当金戻入額 1,352
固定資産売却益 971 11,626

特別損失
債務保証損失引当金繰入額 13,261
関係会社株式評価損 2,912
減損損失 1,989
投資有価証券評価損 1,698
関係会社株式売却損 528
関係会社貸倒引当金繰入額 298
投資有価証券売却損 276 20,962
税引前当期純利益 55,172
法人税、住民税及び事業税 △3,343
法人税等調整額 19,672 16,329
当期純利益 38,843

45

損益計算書



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

特
集

2020/05/17 11:35:29 / 19597483_日本電気株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月８日

日 本 電 気 株 式 会 社
　 取 締 役 会 　 御 中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浜 嶋 哲 三 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 近 藤 　 敬 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長谷川　義　晃 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本電気株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
　当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して
作成された上記の連結計算書類が、日本電気株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会
社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120
条第１項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
　連結計算書類の表示及び注記事項が、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めてい
る会社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類
の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類およびその附属明細書に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月８日

日 本 電 気 株 式 会 社
　 取 締 役 会 　 御 中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浜 嶋 哲 三 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 近 藤 　 敬 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長谷川　義　晃 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本電気株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第182期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監査役会監査報告書

 当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第182期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監
査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針・監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、

取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針・監査計画等に従い、取締役、執行役員、

内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方
法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況
を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制（内部統制システム）の整備に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づく内部統制システムの整
備及び運用の状況を監視及び検証いたしました。

③事業報告に記載されている「株式会社の支配に関する基本方針」については、その内容について検討しました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査

人からその職務の執行状況、監査の方法及び結果について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を法令及び企業会計審議会等により
公表された諸基準に準拠して整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（連結財政状態計算書、連
結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムの整備及

び運用については、事業報告に適切である旨が記載されており、相当であると認めます。
④事業報告に記載されている「株式会社の支配に関する基本方針」については、指摘すべき事項は認められません。
(2) 連結計算書類の監査結果

会計監査人　有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人　有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月12日
日本電気株式会社　監査役会

常勤監査役 木 下 　 肇 ㊞
常勤監査役 川 島 　 勇 ㊞
社外監査役 山 田 和 保 ㊞
社外監査役 石 井 妙 子 ㊞
社外監査役 中 田 順 夫 ㊞

以　上
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